






|事例 2 I 

『香瓜子j 他に関する違反事例

名称又は分類 香瓜子(ひまわりの種加工品)

(他類似製品『 香瓜子J、『向日葵の種J)

形態 合成樹脂製袋入り

違反条項 食品衛生法第 10条、-同 19条 2項

関係機関 大田区、豊島区、江東区、目黒区

違反の概要

1 違反発見の経緯及び概要

平成 18年 3月 14目、大田区保健所に、 rA食品蒲田庖で香瓜子を購入したところ、

邦文表示がなく、天草、甜蜜索等の記載はあるが、これらはサイクラミン酸、サッカ

リン等の成分と恩われるので不安である j 旨の苦情が、品物同封の上、匿名で寄せら

れた。

同年 3月初日、大田区は A食品靖回j苫に立も入り、当該晶(ロット違い)を収去

し、健康安全研究センターで検査したところサイクラミン酸が検出された.

また、大田区が、 A食品の本盾である池袋底を管轄する豊島区に連絡したところ、

豊島区にも同様の苦情が寄せられていたことが分かつた。

そごで、東京都が都内外へ情報提供したところ、同様の苦情は都内では B物産(江

東区)、都外では横浜市、 )11崎市に送付されていたことが判明した。

2 調査経過及び措置

(1) A食品系列盾舗に関する調査

① A食品の系列底舗を管轄する保健所に対し同様苦情及び当該晶の取扱いの有無

について調査を依頼したところ、同様の苦情はなく、また、系列唐舗での取扱い

はないことが確認された.

② 大田区は、苦情受理後、蒲田底に立ち入り、「 香瓜子 160g入り Al:

2006.02.05.59Jを収去するとともに、邦文表示のなかった類似品について販売を

中止させた。収去晶を健康安全研究センターで検査したところ、サイクラミン酸

が 3.6glkg検出された。仕入先を特定することはできなかったが、後日、類似品

を含めすべての製品を本庖である池袋底へ回収させた。

③ 豊島区では、苦情受理後、 A食品油袋庖(本底)に立ち入り、「 、香瓜子 160g

入り Al:2006.02.05.07 (邦文表示なし)J、 f 香瓜子 308g入り

A3:2006.02.05.07 (邦文表示なし)J、『向日葵の種 160g入り Jの S検体を収書し、

健康安全研究センターで検査したところ、 香瓜子 2検体からサッカ Pン、ア

セ.スルファム K、.サイクラミン酸が検出された。
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これら 2検体について流通経路を調査したところ、伝票上は C食品(他社、大

-田区)から仕入れたことになっていたが、大田区の調査では当該住所に C食品は

穿在せず、輸入者を特定することはできなかった.

そのため、豊島区は、返品された蒲田底の製品及び池袋庖の残品について、サ

イクラミン酸が検出されたロットについては食品衛生法第 .10条違反として処分

し、その他の製品については A食品が 5月 16日に任意廃棄した.

(2) B物産に関する調査

江東区は、苦情受理後、 B 物産に立ち入り、 f 香瓜子 308g入り

A1:2006.02.05.50 (邦文表示なし)J及び「 香瓜子Jを収去し、検査したところ、

.サッカリン、アセスルファム E、サイクラミン酸が検出された。

流通経路を調査した結果、これらの製品は B物産が中国から宜接仕入れていたこ

とが判明し、江東区は食品衛生法第四条違反として販売禁止の行政処分を行った。

また、輸入者の表示のあった「 香瓜子Jから、表示にないアセスルファム K

を検出したため、輸入者を所管する横浜市へ調査を依頼したところ、実際の輸入者

は目黒区内の業者であることが分かった.

目黒区が当該輸入者を調査したところ、販売先においても残晶はなかったが、食

品衛生法第四条 2項違反として適正表示を指導した。

3 違反発生の原因及び対策

A食品系列庖で発見された製品については輸入者を特定することができず、発生原

因についても究明することはできなかった.

一方、豊島区は、 A食品本社に対し、商品を仕入れる際には、邦文表示が適正であ

ること、特に、中国語による表示、添加物については十分確認すること、また、素性

のはっきりしない業者からは商品を仕入れないように指導した。

また、江東区の調査では、 B物産が扱っていた商品は中国国内の親類から直接唐舗

に送付されたものであり、B物産自身も邦文表示を行っていなかったことが判明した。

輸入者表示があった『 香瓜子Jについても、表示上の輸入者と実際の輸入者は異

なっており、輸入居出制度(食品衛生法第 27条)を理解していなかったことが原因

であった.そのため、江東区は、 B物産に対し、食品を輸入する場合は食品衛生法に

基づく手続きを行ない、販売に際しては邦文表示を適正に行なうよう指導した。

4 監視のポイント

A食品、 B物産ともに日本語を話せる庖員が少なく、各区とも調査は難航した.外

国人営業者に対し、国内で販売する製品については、外国人向けに扱う製品であって

も食品衛生法を遵守するよう指導していく必要がある。

また、本件は、当初、単独の苦情として管轄自治体が調査に当たっていたが、その

後 3区 2県に及ぶ事例であることが判明した。広域流通食品の違反処理では、自治

体聞の連携、迅速かつ正確な情報交換が重要である。
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